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お
知
ら
せ

音
楽
放
送
「
夕
焼
け
小
焼
け
」

が
冬
時
間
に
変
わ
り
ま
す

　

毎
日
午
後
５
時
に
放
送
し
て
い

る
音
楽
放
送
「
夕
焼
け
小
焼
け
」

は
、
日
暮
れ
の
早
ま
る
11
月
か
ら

１
月
の
間
、
子
ど
も
達
の
帰
宅
を

促
す
た
め
、
午
後
４
時
に
変
更
し

て
放
送
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
総
務
課
防
災
対
策
室
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
９
、
5
⒇
１
６
０
２

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ

ま
す
～
年
末
調
整
・
確
定
申
告

ま
で
大
切
に
保
管
を
！
～

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

お
よ
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
27
年
１
月
１

日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

に
つ
い
て
は
、「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

が
本
年
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機

構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は

必
ず
証
明
書
（
ま
た
は
領
収
書
）

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
27
年
10
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
今
年
は

じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
の

２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

問
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
５
８
）５
５
５

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
ま
た

は
０
７
０
－
５
・
０
７
０
－
６

か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら
は

☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
４
４

茂
原
市
戦
没
者
追
悼
式
を
開
催

　

市
内
の
戦
没
者
は
、
１
３
０
０

余
名
い
ま
す
。
市
で
は
、
戦
没
者

の
英
霊
を
顕
彰
す
る
た
め
、
隔
年

で
茂
原
市
遺
族
会
と
連
携
し
て
追

悼
式
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
ご
遺

族
以
外
の
方
々
も
参
列
で
き
ま
す

の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
、
各
地

区
の
遺
族
会
ま
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　

日
時
＝
11
月
20
日
㊎
10
時
～
11

時
／
場
所
＝
茂
原
市
民
会
館

問
社
会
福
祉
課
（
７
階
）

☎
⒇
１
５
７
１
、
5
⒇
１
６
０
５

「
茂
原
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
及
び
保
全
の
方
針
」、「
長

生
都
市
計
画
」、「
茂
原
都
市
計

画
用
途
地
域
変
更
、
地
区
計
画

変
更
お
よ
び
決
定
」
に
関
す
る

案
の
縦
覧

　
「
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の
方
針
」
と
「
し
尿

処
理
場
お
よ
び
ご
み
処
理
場
の
決

定
」
に
関
し
て
は
、
７
月
３
日
㊎

～
17
日
㊎
に
案
の
概
要
の
縦
覧
を

行
い
、「
東
郷
地
区
の
用
途
地
域

の
変
更
と
地
区
計
画
の
変
更
、
決

定
」
に
関
し
て
は
、
７
月
17
日
㊎

～
30
日
㊍
に
案
の
概
要
、
原
案
説

明
会
お
よ
び
縦
覧
を
行
い
ま
し
た

が
、
今
後
の
手
続
き
と
し
て
、
次

の
と
お
り
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
案
に
つ
い
て
、
市
内

に
住
所
の
あ
る
方
お
よ
び
利
害
関

係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

縦
覧
内
容
＝
①
都
市
計
画
区
域

の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

②
し
尿
処
理
場
お
よ
び
ご
み
処
理

場
の
決
定
③
用
途
地
域
の
変
更
と

地
区
計
画
の
変
更
、
決
定
／
縦
覧

場
所
＝
市
都
市
計
画
課
（
①
、
②
、

③
）、
県
都
市
計
画
課
（
①
）、
長

生
村
企
画
財
政
課
（
②
）
／
縦
覧

期
間
、
意
見
書
提
出
期
間
＝
11
月

13
日
㊎
～
27
日
㊎
８
時
30
分
～
17

時
15
分
（
土
日
、
祝
日
を
除
く
）

／
意
見
書
の
提
出
方
法
＝
意
見
の

要
旨
と
住
所
、
氏
名
等
を
記
載
し

た
書
面
（
意
見
書
）
を
、
①
、
③

に
つ
い
て
は
市
都
市
計
画
課
へ
、

②
に
つ
い
て
は
長
生
村
企
画
財
政

課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
送
付
先
住
所
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
意
見
書
様
式
は
、
市
都
市
計
画

課
窓
口
お
よ
び
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に

あ
り
ま
す
。（
意
見
書
を
郵
送
す

る
場
合
は
、最
終
日
の
消
印
有
効
）

問
市
都
市
計
画
課
（
①
、
②
、
③
）

☎
⒇
１
５
４
６
、
5
⒇
１
６
０
６

県
都
市
計
画
課
（
①
）

☎
０
４
３（
２
２
３
）３
３
７
６

長
生
村
企
画
財
政
課
（
②
）

☎
�
４
７
４
３
、
5
�
１
１
９
４

コ
ス
モ
ス
サ
ロ
ン
講
演
会
を
開
催�

「
成
年
後
見
制
度
を
知
る
」

　

市
お
よ
び
茂
原
市
ハ
ー
ト
フ
ル

フ
ェ
ス
タ
実
行
委
員
会
で
は
、
男

女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
目
指

し
て
、
講
演
会
や
講
座
な
ど
の
開

催
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

日
時
＝
11
月
30
日
㊊
14
時
～
16

時
／
場
所
＝
市
役
所
市
民
室
／
講

演
内
容
＝
「
高
齢
化
と
成
年
後
見

制
度
」
／
講
師
＝
二
階
堂
高
史
氏

（
千
葉
県
行
政
書
士
会　

長
夷
支

11
月
は�

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

部　

副
支
部
長
）
／
参
加
費
＝
無

料
／
定
員
＝
１
０
０
人
※
ど
な
た

で
も
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

問
企
画
政
策
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
６
、
5
⒇
１
６
０
３

「
成
年
後
見
制
度
講
演
会
」×

「
司
法
書
士
に
よ
る�

�

無
料
成
年
後
見
相
談
会
」

　

障
が
い
や
認
知
症
な
ど
で
判
断

能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た
と
き
に

役
立
つ
「
成
年
後
見
制
度
」
に
つ

い
て
、
司
法
書
士
が
わ
か
り
や
す

く
講
演
し
ま
す
。

　

ま
た
、
希
望
者
に
は
、
司
法
書

士
に
よ
る
無
料
成
年
後
見
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

日
時
＝
講
演
会
12
月
16
日
㊌
13

時
30
分
～
15
時
、
相
談
会
（
希
望

者
の
み
）
12
月
16
日
㊌
15
時
～
16

時
30
分
／
場
所
＝
市
役
所
市
民
室

／
講
師
＝
杉
田
大
介
氏
〈
成
年
後

見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー

ト
千
葉
県
支
部　

と
う
が
ね
司
法

書
士
事
務
所
〉
／
参
加
費
＝
講
演

会
・
相
談
会
と
も
に
無
料
／
対
象

者
＝
市
内
在
住
・
在
勤
者
（
先
着

１
０
０
人
）

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
２
階
）

☎
⒇
１
５
８
３
、
5
�
６
７
８
８


